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報道関係者  各位  

 

平成 27年労働者派遣法の改正から 3年が経過します 

～労働者派遣法派遣先セミナーの開催について～ 

 

平成２７年の労働者派遣法改正から、平成３０年９月３０日で３年が経過します。 

兵庫労働局（局長 畑中啓良）では、施行後３年を迎えるに当たり、派遣受入れ期間の

制限が順次到来するなど、労働者派遣の受入れが適正に行われるよう、派遣先事業所を対

象とした「派遣先セミナー」を下記のとおり開催します。 

 

１．場所・日時 

 

○神戸会場 神戸クリスタルホール  

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワービル 3階 

第 1回 平成３０年１０月２３日（火） ９：３０～１２：００ （定員２００名） 

第 2回 平成３０年１０月２３日（火）１３：３０～１６：００ （定員２００名） 

  

○姫路会場 姫路市市民会館中ホール 

      姫路市総社本町 112番地   

 第 3回 平成３０年１０月２９日（月）１３：００～１５：３０ （定員２００名） 

 

 

２．内 容 

 

・派遣先で起こりやすいトラブル、法違反の事例について 

・平成 27年労働者派遣法改正法について 

 （派遣労働者の受入れ期間制限ルール、派遣可能期間の延長の手続き、労働契約申込み

みなし制度など） 

・働き方改革関連法成立による派遣法、労働者派遣法、パートタイム労働法の改正について 

・その他      

【照会先】 

兵庫労働局職業安定部需給調整事業課 

          課 長  山下 雅美 

主任需給調整指導官  岩木 雅俊 

電   話 ０７８－３６７－０８３１ 

 

兵庫労働局 
Press Release 



 

派遣先セミナー  

平 成 3 0 年 度  兵 庫 労 働 局 主 催  

労働者派遣法  

「知らなかった」 

では済まされない!! 

◆セミナー開催日時 （定員は各回とも 200名） 

○神戸会場 神戸クリスタルホール （Ｊ Ｒ 神戸駅から徒歩 1分） 

第 1回 平成 30年 10月 23日（火） ９ ：３ ０ ～１ ２ ：０ ０  

第 2回 平成 30年 10月 23日（火）１ ３ ：３ ０ ～１ ６ ：０ ０  

○姫路会場 姫路市市民会館中ホール （Ｊ Ｒ ・山陽姫路駅から徒歩 15分） 

   第 3回 平成 30年 10月 29日（月）１ ３ ：０ ０ ～１ ５ ：３ ０  

◆申し込み方法  

  兵庫労働局のホームページから参加申込書を印刷し、Ｆ Ａ Ｘ でお申し込みください。 

  ※セミナーの詳細については上記ホームページをご覧ください。 「兵庫労働局」で検索！  

◆お問い合わせ先 

  兵庫労働局職業安定部需給調整事業課 ℡０ ７ ８ －３ ６ ７ －０ ８ ３ １  

派遣労働者を巡るトラブル、その多くは派遣先で起こっています。 

あなたの会社では労働者派遣のことを派遣会社に任せきりにしていませんか？ 

今回のセミナーでは、派遣労働者を受入れるうえで是非とも知っておいて頂きたい 

基本的なルールから、今話題の働き方改革関連法までわかり易く説明いたします。 



平成 30年度 労働者派遣法派遣先セミナーの開催について（ご案内） 

 

平成２７年の労働者派遣法改正から、平成３０年９月３０日で３年が経過します。施行後３年を迎えるに当た

り、労働者派遣の受入れが適正に行われるよう、派遣先の皆様を対象とした「派遣先セミナー」を実施します。 

 

１．場所・日時 

○神戸会場 神戸クリスタルホール  

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワービル 3階 

      （JR神戸駅から徒歩 1分） 

第 1回 平成３０年１０月２３日（火）  ９：３０～１２：００  （定員２００名） 

第 2回 平成３０年１０月２３日（火） １３：３０～１６：００  （定員２００名） 

  

○姫路会場 姫路市市民会館中ホール 

      姫路市総社本町 112番地   

（JR姫路駅・山陽電車姫路駅から徒歩 15分） 

 第 3回 平成３０年１０月２９日（月） １３：００～１５：３０  （定員２００名） 

 

２．対 象  

  派遣労働者を受入れている事業所及び派遣労働者を受け入れる予定のある事業所 

  

３．内 容 

・派遣先で起こりやすいトラブル、法違反の事例について 

・平成 27年労働者派遣法改正法について 

    派遣労働者の受入れ期間制限ルール、派遣可能期間の延長の手続き、労働契約申込みみなし制度など 

・働き方改革関連法成立による派遣法、労働基準法、パートタイム労働法の一部改正について 

・その他      

 

４．申し込み方法 

  兵庫労働局のホームページから参加申込書を印刷し、必要事項をご記入の上、 

  兵庫労働局あて FAXでお送りください。 

  申込み先 FAX番号 ： ０７８－３６７－３８５３ 

 

５．お問い合わせ先 

  兵庫労働局職業安定部需給調整事業課   

  TEL：０７８－３６７－０８３１ 

 

６．その他 

  ①各回とも定員２００名に達し次第、申込みを締切ります。 

  ②申込多数時は、参加希望人数について調整をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。 



平成 30年   月   日 

兵庫労働局職業安定部需給調整事業課 あて 

送信先 （FAX番号） ０７８－３６７－３８５３ 

 

労働者派遣法派遣先セミナー参加申込書 
 

開催日時 

第１回 １０月２３日（火） ９：３０～１２：００ 神戸会場 （   ） 

第２回 １０月２３日（火）１３：３０～１６：００ 神戸会場 （   ） 

第３回 １０月２９日（月）１３：００～１５：３０ 姫路会場 （   ） 

 

※いずれの回も同じ内容で開催します。 

 出席を希望する回の（  ）内に○を記入してください。 

 なお、席数の関係上、定員を超える場合は、先着順とさせていただきます。 

  

事業所名 

又は 

団体名 

 

 

所 在 地 

及び 

事務担当者 

〒 

 

担当者（役職・所属部署） 

氏名 

TEL 

 

 

参加者 

 

（    名） 

 

役職・所属部署 氏 名 

  

 

  


